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（基本構想水準到達者、特定農業法人、
特定農業団体、基幹作業受託者（法人等））

Ⅱ．沖縄県の年間集積目標面積 ： ６００ヘクタール/年

Ⅰ．「農地中間管理事業の推進に関する基本方針」（令和元年11月：沖縄県）に掲げる目標
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基準年度（平成24年度）



沖縄県農地中間管理機構の概要について

Ⅰ．農地中間管理機構とは

Ⅱ．農地中間管理事業の概要

○農地中間管理機構とは、農地の出し手と受け手（担い手）の介在役として、受け手（担い手）
への農地集積・集約化に取り組む「信頼できる農地の中間的受け皿」として「農地中間管理事
業」を行う機関です。

○沖縄県では、公益財団法人 沖縄県農業振興公社が沖縄県知事より農地中間管理機構として指
定を受け、平成26年４月１日より「農地中間管理事業」を実施しています。

○農地中間管理事業とは、「人・農地プラン」と一体的に推進し、認定農業者、認定新規就農者
などの地域の中心的担い手へ農地集積・集約化を図り、農地の有効利用や農業経営の効率化を進
める事業として、以下のことを実施します。

① 出し手から農地を借受け、集約化して受け手（担い手）へ貸付け

② 機構が預かっている農地の管理（最長で２年間）

③ 必要と判断される場合の農地の利用条件整備

④ 農地集積・集約のために必要とされる農地の売買

○農地を借り受ける期間については、特に定めはありません。農地の出し手と調整の上、借受期
間を決めることとなります。１０年未満、例えば５年でも借受可能です。

○受け手への農地の貸付けについては、借受希望農地のある市町村窓口や農業振興公社で、公募
により随時募集を行っています。



沖縄県農地中間管理機構
（沖縄県農業振興公社）

Ⅲ．農地中間管理事業を活用するメリット

【農地の出し手のメリット】

① 賃料の徴収・支払いは、農地中間管理機構が責任を持って行います。

② 農地借入れ契約期間の満了時には、農地所有者に確実に返ってきます。

③ 借り入れた農地は、借り手が見つかるまで、最長で原則２年間適切に管理し、その間の出し手への
賃料は、機構が支払います。

④ 出し手が農地中間管理機構へ、農地を10年以上貸し付けるなど一定の要件を満たせば、賃借料とは
別に「機構集積協力金」の交付を受けられる場合があります。

【農地の受け手(担い手)のメリット】

① 農地を集積・集約化し、できるだけ、まとまった農地を受け手(担い手)へ貸し付けるので、農業経
営の効率化が図られ、また、農地借入れ期間の満了時まで、安心して耕作することができます。

② 機構は、出し手と受け手(担い手)との仲介役として、複数の出し手との個別調整や事務手続き等を
行うので、煩雑な手続きが解消されます。
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農地中間管理事業における貸借の仕組み

農地を借入 農地を貸付

賃料徴収賃料支払

農業委員会

農地の出し手 農地の受け手

市町村
連携



公社が畑をお貸しできる担い手の要件

１．認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者、
今後認定予定の方 等

２．公募への応募

補足説明

認定農業者

市町村が設定した目標値の5年後達成に向けて、経営改善を
進めていく農業者だと市町村が認定する者。

認定新規就農者

基本構想水準到達者

前記の新規就農者版

①上記の目標値を達成していると市町村がみなす者
②認定農業者の認定期限は切れたが経営規模を維持している者
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機構事業を活用する際の担い手の考え方

その他農業者※

※農作業に
常時従事する者

認定農業者

認定新規就農者

担
い
手
（国
）

基本構想水準到達者

機構（公社）の貸付けルールで
優先して借受けが可能な者

区分 要件等

基本構想
水準到達者

年間農業所得、営農類型、経営規模等から判断して基
盤強化法第６条第１項に規定する基本構想における効率
的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達しているとみ
なせる経営体。

認定農業者

① 農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号。
以下「基盤強化法」といいます。）第12条第１項に基づ
き、市町村から経営改善計画の認定を受けた経営体。

② 基盤強化法第23条第４項に規定する特定農業法人。

認定新規
就農者

基盤強化法第14条の４に基づき、市町村から青年等就
農計画の認定を受けた経営体。

集落営農
（組織）

次のいずれかに該当する任意組織の集落営農経営。
① 基盤強化法第23条第４項に規定する特定農業団体。
② 複数の農業者により構成される農作業受託組織で

あって、組織の規約を定め、対象作物の生産・販売
について共同販売経理を行っている集落営農組織。

今後
育成すべき

農業者

担い手に位置付けられていない経営体のうち、市町村が
今後育成すべきと考える経営体（個人、法人、任意組織）
であり、近い将来担い手に位置付けられると見込まれる者

○沖縄県における担い手

農
地
中
間
管
理
機
構
が
対
象
と
す
る
担
い
手

国
が
定
め
る
担
い
手
（（実
施
要
綱
別
紙
１
参
照
）

今後
育成すべき

農業者

○優先される担い手のイメージ

※実施要綱：農地集積・集約化対策事業実施要綱

人・農地
プランの

中心
経営体

※県農政経済課資料より引用 6



利害関係人

出し手へ声かけ
出し手と交渉等

農地の
出し手

農地の
受け手

（担い手）
農用地利用配分計画

応募（必須）

借受け希望者の募集

機構を介して担い手に農地集積

受け手へ声かけ
受け手と交渉等

※県知事による認可・公告

市町村

業務
委託

機構に農地を貸付

ＪＡ、土地改良区等

事務

委任

意見を

聴く

農用地利用
配分計画（案）

農地中間

管理機構

農業委員会 利用調整活動

農用地利用
集積計画

※ 市町村による公告

農地中間管理事業の農地の権利移動のフロー

機構による農地の利用調整
（人・農地プランとの関連性）

農地中間管理機構による農地の集積・集約化
は、人・農地プラン等による地域での農地の利用
調整が基本となります。

このため、人・農地プランにおいて、地域の農業
の中心となる農業者は誰か、その農業者にどのよ
うに農地を集積していくかを明確にしておく必要が
あります。

農地中間管理事業で農地を集積していく担い手の定義

農地中間管理機構が農地を集積・集約化してい

く担い手は以下の通り。

・認定農業者
・認定新規就農者
・集落営農
・基本構想水準到達者

農地中間管理事業による農地集
積は、担い手に集約していく方針で
す。

このため、人・農地プランにおいて
地域の中心経営体に位置付けられ
た農業者（新規就農含む）を、認定
農業者や認定新規就農者に促して
いく必要があります。

意見聴取

集積計画一括方式

農用地利用集積計画のみで機構が借受けと転貸を同時に行う仕組みです。
この場合、知事との協議・同意が必要となります。

農地中間

管理機構



図 ： 県農政経済課HPより引用

農地中間管理事業を実施出来るエリア

農地中間管理事業
の推進に関する法
律第２条第３項に基
づき、

「農地中間管理事
業」は、都市計画法
第七条第一項の市
街化区域と定められ
た区域以外とされて
います。
（※ただし、市街化区
域内でも、市街化区
域外の農地と一体と
して農業上の利用が
行われているの農用
地は対象にできる。）
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【重点実施区域】　１７市町村

国頭村 大宜味村

東村

宮古島市 竹富町

石垣市

ウ 久米島町

名護市 糸満市

うるま市 南城市

沖縄市 八重瀬町

西原町

金武町 中城村

読谷村

【準重点区域】　１５市町村

今帰仁村 与那原町

本部町 豊見城市

恩納村 南風原町

宜野座村 粟国村

伊江村 南大東村

伊平屋村 多良間村

伊是名村 与那国町

北中城村

【現状維持区域】　１村

　農地集積率が８割を超える市町村 北大東村

エ

地域単位での農地集積が期待される市町村オ

人

・

農

地

プ

ラ

ン

策

定

市

町

村

　

【

3

3

市

町

村

】

令和３年度農地中間管理事業における重点実施区域等

区　　　分

　人・農地プランを策定している市町村のうち、重点実施区域、

　現状維持区域に含まれない市町村

市町村

高齢化等による担い手不足が特に顕著であり、担い手の確保・育成も含めた、担い手への農地集積

の推進について、緊急度の高い地域の市町村
ア

耕地面積が本県上位３傑であり、土地利用型作物の経営規模の拡大を推進する市町村イ

生産法人への農地集積及び農作業受委託を推進する市町村

農業振興地域であり且つ都市計画区域の地域のうち、農地流動化の機運が高く、都市近郊型の農地

集積のモデルとして推進を図っている市町村



借受希望者の公募実施について
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○平成28年度以降は借受希望者を随時公募している。
（毎月月末締めで翌月15日に市町村ごとに公表し、２カ年間の有効期間を設定）

農地中間管理事業における借受・貸付（転貸）の状況
表．農地の借受と受け手への転貸（貸付）の実績 （令和3年3月末実績）

年　度

平成26年度 11 (3) 11.9 (11) 13 (6) 11.9 (11) 0 (0) 4 (2) 6.4 (5)

平成27年度 69 (19) 35.6 (32) 60 (28) 35.5 (32) 0.1 (4) 16 (7) 10.1 (8)

平成28年度 220 (60) 104.5 (94) 168 (79) 100.3 (91) 4.1 (289) 107 (47) 83.5 (70)

平成29年度 225 (61) 111.9 (101) 180 (85) 103.3 (94) 8.6 (604) 188 (82) 107.0 (90)

平成30年度 271 (73) 119.1 (107) 208 (98) 116.7 (106) 2.4 (166) 231 (101) 126.7 (106)

令和1年度 369 (100) 111.2 (100) 213 (100) 109.8 (100) 1.4 (100) 229 (100) 119.4 (100)

令和2年度 373 (101) 138.7 (125) 249 (117) 134.3 (122) 4.4 (309) 316 (138) 158.7 (133)

累  計

※解約解除のあった案件を除く。

※事業実績の（　）内の数値は、R1年度の数値を100とした場合の比率。

※端数処理のため、合計と内訳が一致しない場合がある。

機構の借受
機構の転貸

（当該年度内扱い）うち機構からの転貸（累積） 中間保有

出し手（件）
※延べ人数

面積（ha） 受け手（件）
※延べ人数

面積（ha） 面積（ha） 受け手（件）
※延べ人数

面積（ha）

21.0 1,091 611.81,538 632.8 1,091 611.8



農地中間管理事業の実施状況（借受、転貸の状況）
※解約面積を除く
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面積
(㎡)

契約
件数
(件)

面積
(㎡)

契約
件数
(件)

面積
(㎡)

契約
件数
(件)

面積
(㎡)

契約
件数
(件)

面積
(㎡)

契約
件数
(件)

面積
(㎡)

契約
件数
(件)

面積
(㎡)

契約
件数
(件)

面積
(㎡)

契約
件数
(件)

面積
(㎡)

契約
件数
(件)

中間
保有
面積

中間
保有
筆数

総計 国頭村 362,977 35 0 0 0 0 3,611 2 104,995 5 42,757 4 31,770 4 169,168 18 352,301 33 10,676 5

大宜味村 178,234 118 18,867 1 0 0 21,460 9 12,423 7 44,315 12 71,351 16 9,818 3 178,234 48

東村 255,141 32 0 0 9,987 1 0 0 60,176 2 44,249 3 42,443 4 42,465 6 199,320 16 55,821 21

今帰仁村 1,631 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,631 1 1,631 1

本部町 70,219 29 0 0 0 0 28,898 6 11,967 5 0 0 19,731 6 9,266 6 69,862 23 357 1

名護市 209,996 47 0 0 0 0 59,088 10 50,833 10 25,240 6 32,421 9 40,209 14 207,791 49 2,205 10

恩納村 3,442 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,283 1 0 0 2,159 1 3,442 2

宜野座村 15,276 6 0 0 0 0 0 0 3,659 2 10,223 2 0 0 1,394 1 15,276 5

金武町 515,574 25 0 0 0 0 0 0 93,495 24 126,094 24 72,631 15 183,995 42 476,215 105 39,359 8

伊平屋村 34,486 20 0 0 0 0 0 0 0 0 34,486 18 0 0 0 0 34,486 18

伊是名村 29,107 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4,913 1 13,237 4 0 0 18,150 5 10,957 8

伊江村 817 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 817 1

うるま市 372,593 286 0 0 2,447 1 11,439 4 30,030 18 42,534 26 118,610 45 134,439 68 339,499 162 33,094 44

沖縄市 39,983 22 0 0 0 0 2,337 1 1,270 2 8,789 4 13,734 5 13,853 5 39,983 17

読谷村 88,410 55 0 0 991 1 7,008 2 9,109 7 19,662 12 23,363 9 25,092 18 85,225 49 3,185 2

北中城村 2,014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,014 1 0 0 2,014 1

中城村 9,446 7 0 0 0 0 730 1 0 0 3,148 1 3,572 2 1,996 2 9,446 6

西原町 103,686 63 0 0 0 0 10,181 3 6,328 3 23,473 8 23,927 11 38,224 25 102,133 50 1,553 1

豊見城市 3,898 3 0 0 1,205 1 0 0 0 0 0 0 1,316 1 0 0 2,521 2 1,377 1

糸満市 192,618 87 0 0 2,169 1 22,412 6 18,081 7 34,941 14 23,337 11 91,678 48 192,618 87

八重瀬町 122,630 56 0 0 1,366 1 1,374 1 11,890 6 16,841 8 28,512 15 58,176 23 118,159 54 4,471 3

南城市 523,984 331 1,243 1 4,733 2 5,617 3 158,339 49 79,612 31 106,882 46 154,728 79 511,155 211 12,829 11

南風原町 16,445 10 0 0 0 0 3,928 1 3,517 2 5,807 1 1,047 1 0 0 14,299 5 2,146 3

与那原町 6,372 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,975 1 4,397 2 6,372 3

久米島町 295,061 30 40,555 1 12,058 2 66,023 10 38,358 8 66,591 3 22,958 7 47,461 7 294,004 38 1,057 1

南大東村 58,500 1 0 0 0 0 58,500 1 0 0 0 0 0 0 0 0 58,500 1

宮古島市 1,284,257 151 0 0 7,797 2 304,511 29 144,335 13 277,707 46 288,622 36 240,402 43 1,263,374 169 20,882 17

多良間村 3,311 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,311 2 3,311 2

石垣市 554,136 83 0 0 38,003 1 79,286 12 96,832 22 97,013 14 114,098 9 123,956 17 549,188 75 4,948 1

竹富町 850,046 97 3,242 1 20,337 3 148,494 16 195,527 24 171,560 24 133,000 19 173,512 22 845,672 109 4,374 2

与那国町 123,568 13 0 0 0 0 0 0 19,197 3 85,407 9 3,082 1 15,882 2 123,568 15

計 6,327,856 1,623 63,907 4 101,093 16 834,897 117 1,070,361 219 1,266,645 272 1,193,633 278 1,587,213 455 6,117,748 1,361 210,108 140

借受
年度

市町村名

借受実績
(出し手⇒機構)

年度別転貸実績(機構⇒受け手) 中間保有

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 合計 (再保有含む)令和２年度



１．農地中間管理事業の課題
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（１）地縁血縁の結びつきが強く、他人に貸し付けることへの抵抗が大きいこと
（農地所有者だけでなく、親戚縁者の承諾が必要な場合もある）

（２）利用権等が設定されていない農地（慣行的な預け・預かり「ヤミ小作」）の存在

（３）県外、海外に転居した不在村地主の所有する農地の存在

（４）相続未登記の農地の存在

（５）所有者の所在が不明な農地の存在（所有者不明農地）

「農地の借受希望者に対し、貸し付ける農地が不足していることから、
機構が借り受ける農地の掘り起こしが必要」

２．農地流動化に係る沖縄県の農地事情
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令和３年度(2021年度)の取組について
○現場段階の連携体制等を強化し、特に農地の確保に力点を置いた取組を行う。

（１）機構の体制整備及び関係機関との連携強化
①農地整備事業等の連携強化を目的に、引き続き、各地区に機構駐在員を配置
・現地駐在員体制 8名：北部地区1名、中部地区１名、南部地区２名（本部に配置）

宮古地区2名、八重山地区２名
・農地調整員（市町村及びJAに委託配置）21名：市町村18名、JA3名

②市町村推進チーム会議との連携強化
③農地利用最適化推進委員及び、農業委員会との連携強化

（２）農地の出し手対策の強化（ＰＲ活動の徹底等）
特に農地の出し手への周知については重点的に取り組む。
（現地駐在員（機構嘱託）、市町村、ＪＡ等による説明会・相談会等での働きかけ、不安解消）

（３）市町村が所有する農地を機構事業へ誘導

（４）利用権が終期を迎える農地を機構事業へ誘導

（５）担い手が営農している慣例的な預け・預かり農地「ヤミ小作」の農地の誘導

（６）農地整備事業等との連携

（７）相続未登記・不在地主対策（主に離島地域）

（８）円滑な業務推進のための未収金対策の強化



施策周知、要請による補助等のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ

令和３年度(2021度) 農地中間管理事業の実施に係る推進体制について

１．現地駐在員（公社嘱託員）

２．市町村（農業委員会含む）

３．ＪＡおきなわ

農業振興公社（ 農地中間管理機構 ）本体

【 事業推進体制図 】
【役割】地域における関係機関のコーディネート（取りまとめ）役

生産農家及び土地持ち非農家等（隅々まで）

「出し手」と「受け手」のマッチングによる農地の流動化

○令和３年度は、引き続き関係機関に対する農地中間管理事業制度の周知徹底を継続的に行う。特に「生産農家」、「土地持ち非農家」、「不在地主」に
対するPR活動等により借受農地確保を強化する。また、各市町村毎の「市町村推進チーム」の活動を通して農地流動化を促進する。

１．現地駐在員（公社嘱託員）７名
（北部１名、中部１名、宮古２名、八重山２名）

連携

２．市町村
（農業委員会含む）

３．ＪＡおきなわ

４．土地改良区
（宮古・八重山など）

４．農業関係事業者

状況報告等
施策等情報提供・各種指示等

部会員等
への啓発

農務員等から
の啓発

組合員等
への啓発

啓発

【業務内容】

（１）農業振興公社本体と市町村（農業委員会含む）、ＪＡ等を繋ぐ連絡調整及び地域の統括

（２）市町村が作成する「農用地利用配分計画（案）」の指導・助言

（３）事業制度等の啓発活動

（４）市町村（農業委員会含む）、ＪＡ等からの要請による業務の補助

【業務内容（業務委託）】

（１）窓口対応

（２）出し手の掘り起こし

（３）借受予定農用地等の位置、権利関係の確認

（４）借受希望者及び貸付希望者との交渉

（５）借受者・貸付農地等のデータ入力

（６）農用地等の利用状況調査表の作成支援、現地確認

※機構事業で18市町村に農地調整員（公社嘱託）を配置（18名）

【役割】当該市町村における「出し手」と「受け手」のマッチングによる農地の流動
化促進、「市町村推進チーム」の運営

【役割】地域市町村等と連携しながら、広域的に農地の流動化を促進する

①地域のＪＡ生産部会への事業制度の啓発、②地域市町村と連携しながら、広域的に業務を
推進、③ＪＡ円滑化事業担当と連携し、農地中間管理事業での実施を前提に進める。

【業務内容（業務委託）】

上記、市町村への委託内容（（１）～（６）と同じ）

※機構事業でＪＡに農地調整員（公社嘱託）を配置（3名）

◎ 市町村推進チーム

４．その他関係機関（土地改良区、JA生産部会、農業関係事業者等）

「市町村推進チーム」で土地改良区等との連携について検討する。

また、各市町村の実情に応じて、推進チームの構成機関とする。

理事長 農地管理課長
他2課長

専務理事
兼事務局長

連携 連携 連携

４．ＪＡ生産部会

職員(13名)
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○ 中間管理事業を推進するために取り組むべきことを明確に！

令和３年度(2021年度) 沖縄県農地中間管理事業の進め方

○ 中間管理事業を推進するための話し合いの場としての「市町村推進チーム」を形成！

市町村推進チームの結成

【実践のポイント】
①市町村推進チーム（以下、「推進チーム」という。）は、実行性を重視したメンバーを選定
（構成：市町村、農業委員会、公社（現地駐在員）、関係機関（地域の状況に応じて））

②推進チームの事務局（市町村担当等）を明確にし、機動力のある活発なチームを運営（事務局（市町村担当等）は、
実行チームの活動が停滞しないよう進行管理するとともに、公社（現地駐在員）と連絡調整）

③市町村内の各地区の現状・特徴の分析・把握
④目標値（担い手への農地集積面積）の設定（市町村基本構想等、地域の方針に応じた具合性のある目標値の設定）

※ 公社（現地駐在員）は、常日頃から事務局と連携し、推進チームの運営をフォロー！
特に、重点市町村を中心に取り組んでいく。

農地中間管理事業を推進するための取組方向（「市町村推進チーム」で検討すること）

１.市町村等が所有する公有
農地を機構事業へ誘導

２.利用権設定の期限が到来
する農地を機構事業へ誘導

３.担い手(認定農業者等)の
相対契約を機構事業へ誘導

Ⅰ．農地中間管理事業を実施する上で必ず検討し、実行すべき「３本柱」

４．農地整備事業等と
連携した取組（宮古、石垣等）

５．不在村地主への啓発
(メディアの活用等)の取組

６．農業委員会との連携強化

Ⅱ．市町村の実情に応じた効果的な取組の検討及び実行
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１．現地駐在員の配置（公社嘱託員） ３．農地調整員の配置（市町村委託契約）
地　区 人　数 備　　考 地　区 人　数 備　　考

北部地区 1 H26年度配置 北部地区 1

中部地区 1 H27年度配置 1

1 H26年度配置 1

1 H29年度配置 1

1 H26年度配置 1

1 H27年度配置 中部地区 1

計 6人 1

   　※南部地区２名は本部職員として位置付け 1

２．機構本部への配置（県派遣職員、公社嘱託員等） 1

地　区 人　数 備　　考 1

1 プロパー職員 1

1 ＪＡ出向職員 南部地区 1

1 公社嘱託員 1

1 公社嘱託員 1

1 県派遣職員A 1

1 県派遣職員B 宮古地区 1

1 公社嘱託員 八重山地区 1

1 公社嘱託員 1

1 公社嘱託員 市町村計 18人 主に重点市町村に設置

1 公社嘱託員

1 公社嘱託員 ４．農地調整員の配置（その他委託契約）
1 公社嘱託員 機　関 人　数 備　　考

1 公社嘱託員 1

宮古地区 1 県派遣職員B 2

八重山地区 1 県派遣職員A 計 3人

計 13人 令和３年度（計画含む）

農地中間管理事業台帳管理等、その他業務
県全域

大宜味、未収金回収業務等

今帰仁・宜野座・恩納・伊平屋・伊江・本島南部近海離島・南北大東

中間保有農地管理、遊休農地対応等

配 置 場 所 市町村

県北部農林水産振興センター（スタッフ） 国頭村

大宜味村県中部農林土木事務所

宮古地区
県宮古農林水産振興センター（農林水産整備課）

金武町県宮古農林水産振興センター（農林水産整備課）

うるま市
八重山地区

県八重山農林水産振興センター（農林水産整備課） 伊平屋村

名護市

読谷村

県八重山農林水産振興センター（農林水産整備課）

沖縄市

西原町

糸満市

北中城村

中城村

八重瀬町

担当市町村及び主業務等

南城市

配置場所

機構事業総括、予算管理等

久米島町

農地中間管理事業賃料管理等、その他業務

宮古島市

国頭・東・本部・読谷・西原、その他業務

沖縄本島地区
（市町村の取扱
実績に応じて担

当を割当）

南城・与那原

ＪＡおきなわ

石垣市名護、農地中間管理事業賃料管理等、その他業務

竹富町

伊是名

18市町村

金武・うるま、その他業務

JA北部営農振興ｾﾝﾀｰ糸満・豊見城・南風原・八重瀬・久米島

JA南部営農振興ｾﾝﾀｰ宮古島・多良間、機構事業総括、その他業務

3地区

沖縄・北中城・中城、その他業務

石垣・竹富・与那国、機構事業総括、その他業務

沖縄県農地中間管理機構における体制整備（職員配置等）について



農
地
中
間
管
理
事
業
と
の
連
携

【連携ケース①】
農地整備事業着手前
（新規地区採択作業中）

【連携ケース③】
農地整備事業完了後
（換地処分登記後）

【連携ケース②】
農地整備事業着手前～換地処分登記まで

（事業採択後）

○ 特 徴
・機構としても調整等に労力を要す
るが、最も地元ニーズに沿った集
積等が可能。
・工事期間の賃料調整や促進費に
よる負担軽減等で借り手を確保し、
早期の集積等を実現。
・一時利用指定後及び換地処分後
に農用地利用配分計画の見直しが
必要。
・機構が３条資格者として参画する
ことについては、要検討。

○ 特 徴
・工事期間の賃料調整や促進費による負担軽減等で借り手を確
保し、早期の集積等を実現。
・一時利用指定後及び換地処分後に農用地利用配分計画の見
直しが必要。

○ 特 徴
・基盤整備後の農地で営農
が可能であり、借り手を確保
しやすい。
（換地計画書を機構へ提供
してもらい、担い手へ貸し付
けていく。）
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連携ケース２（農地整備事業着手前～換地処分登記まで）

連携ケース３（農地整備事業完了後（換地処分登記後））

○機構がオブザーバーと
して換地委員会に参加
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